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　夏休み、市内の文化財をたずねる「あるある探検隊」が出発します。文化財の「ドア」をノックして、
昔むかしへタイムスリップしよう！

申し込み・問い合わせ先……大安庁舎　生涯学習課　Z78-3523　FAX78-3509

員弁庁舎　自然環境課　Z74-5825　FAX74-5822
問い合わせ先……環境省自然環境局野生生物課　Z03-3581-3351

７月31日（日）10：00～15：00

市内在住・在勤の方、小学校高学年以上
（小学生は保護者同伴）

日　時

200円（当日徴収します）参加料

参加資格

20人（申し込み多数の場合は抽選）募集人数

７月25日（月）までにお申し込みください（電話・FAX可）申し込み方法

いなべ市文化財あるある探検隊いなべ市文化財あるある探検隊

哺乳類
　タイワンザル・カニクイザル・アカゲザル・アライグマ・カニクイアライグマ・ジャワマングース・
　クリハラリス（タイワンリス）・トウブハイイロリス・ヌートリア・フクロギツネ・キョン

鳥類
　ガビチョウ・カオジロガビチョウ・カオグロガビチョウ・ソウシチョウ

魚類
　オオクチバス（フロリダバスを含む）・コクチバス・ブルーギル・チャネルキャットフィシュ

爬虫類・両生類
　カミツキガメ・グリーンアノール・ブラウンアノール・ミナミオオガシラ・タイワンスジオ・
　タイワンハブ・オオヒキガエル

昆虫・クモ・サソリ類
　ヒアリ・アカカミアリ・アルゼンチンアリ・セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ・ジュウサンボシゴ
　ケグモ・クロゴケグモ・イトグモ科３種・ジョウゴグモ科の２属全種（アトラクス属・ハドロニュケ
　属）・キョクトウサソリ科全種

植物
　ナガエツルノゲイトウ・ブラジルチドメグサ・ミズヒマワリ

2005年6月1日から 外来生物法 が施行されました
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律　環境省・農林水産省

特定外来生物に指定された生物の

　飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入・野外に放つことなどが原則禁止されます

ペット・鑑賞の目的で特定外来生物の飼育等をすることは禁止されています。しかし、平成17年６月１日現在、
既に飼育等をしていた個体に限り、許可を得て飼育等をすることができます。その場合、平成17年12月１日まで
に許可の申請を行う必要があります。

特定外来生物は次の生物です（平成17年６月１日現在）

外来生物法ホームページ　http://www.env.go.jp/nature/intro/


